
決算書掲載頁　311

内
訳

介護保険財政のうち一定部分は、医療保険者を通じ、第２号被保険者が負担することとされ、その負担分は、社会保険
診療報酬支払基金からの介護給付費交付金として市町村介護保険に交付されるが、この費用に充てるため、各医療保
険者は支払基金へ介護納付金を納付する。

適正に介護納付金支出を行う。
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国民健康保険制度を適正に運用する社会保障
共生共感都市
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綱

国民健康保険事業勘定特別会計

事業： 介護納付金 0154
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B

国民健康保険制度を適正に運用した。

B

事業目的達成のため、適正な手段・経費
で当事業を実施した。

A

A

B

目

標

全国平均の第２号被保険者一人当たり負担額に、第２号被保険者数を乗じて算定される、当該年度の概算納付額と
前々年度の精算金額の合計を、介護納付金として納付する。
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源
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国府支出金

地方債

その他特定財源

640,580

5,736

13,555

640,580

0
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318,365

322,215

0

0

事業費 640,580

(決算額) (千円) (千円)
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会　計

介護保険財政のうち一定部分は、医療保険者を通じ、第２号被保険者が負担することとされ、その負担分は、社会保険
診療報酬支払基金からの介護給付費交付金として市町村介護保険に交付されるが、この費用に充てるため、各医療保
険者は支払基金へ介護納付金を納付する。
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細事業：介護納付金 01事業
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職員数

再任用職員数

1

直営 平成12年度 介護保険法第１５０条第１項

社会保険診療報酬支払基金

適正に介護納付金支出を行う。
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全国平均の第２号被保険者一人当たり負担額に、第２号被保険者数を乗じて算定される、当該年度の概算納付額と
前々年度の精算金額の合計を、介護納付金として納付する。目

標
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479

47,145



事業：介護納付金                                

１．介護納付金 

介護保険財政のうち一定部分は、各医療保険者を通じ、第２号被保険者（各医療保険の４０歳から６４歳の加

入者）が負担することとされ、各医療保険者がそれぞれの第２号被保険者数（各医療保険の４０歳から６４歳の

加入者）等に応じて、介護納付金として負担している。 

各医療保険者は第２号被保険者から介護納付金に相当する分も併せて保険料として徴収し、それを各医療保険

者が社会保険診療報酬支払基金に介護納付金として支払い、これを財源として社会保険診療報酬支払基金が介護

給付費交付金として各市町村介護保険に交付している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

細事業：介護納付金                         

１．介護納付金 

平成２５年度の概算額と前々年度の精算額を調整した額を、介護納付金として社会保険診療報酬支払基金に支払

った。 

平成２５年度の概算額は、第２号被保険者一人当たりの負担額５９，５８８円に第２号被保険者見込み人数を乗

じた６４２，２３９，４６４円であり、これに前々年度の概算額と確定額との差額としての精算額を調整し、介護

納付金として６４０，５８０，３５４円を支払った。 

 


